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令和４年以降の補助金についてご確認ください

生産性革命推進事業

補助対象 

革新的製品・サービスの開発又は

生産プロセス等の改善に必要な

設備投資 等
ものづくり
補助金

補助上限額 ※1

最大

2,000万円

補助率

通常枠　1/2※2

他　2/3

補助対象 

小規模事業者が経営計画を

作成して取り組む販路開拓等持続化
補助金

補助上限額 ※1 

最大

200万円

補助率

2/3
（成長・分配強化枠の一部類型に
おいて、赤字事業者は3/4）

補助対象 

ＩＴツール※、ＰＣ、タブレット、レジ等

※ 会計ソフト、受発注システム、

　　決済ソフト等

ＩＴ導入
補助金

補助上限額 ※1 

最大

350万円

補助率

ＩＴツール　3/4or2/3

ＰＣ、タブレット、レジ等　1/2

補助対象 

・事業承継・引継ぎ後の新たな取組に関

　する設備投資等

・事業引継ぎ時の専門家活用費用等

・事業承継・引継ぎに関する廃業費用等

事業承継
・引継ぎ
補助金

補助上限額 ※1 

最大

600万円

補助率

1/2～2/3

申請類型

通常枠　　　　回復型賃上げ・雇用拡大枠　　　　デジタル枠　　　　グリーン枠

申請類型

通常枠　　　　　成長・分配強化枠　　　　　新陳代謝枠　　　　　インボイス枠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賃上げや事業規模の拡大）　　　　　　　　（創業や後継ぎ候補者の新たな取組）　　　（インボイス発行事業者への転換）

（※1）従業員規模により異なる　　　　　　（※２）小規模事業者・再生事業者は2/3

※各補助金の補助上限額は、申請類型や補助対象経費、要件によって異なります。

（※1）類型により異なる　

（※1）補助対象により異なる　

（※1）補助対象により異なる　


